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「
労
働
時
間
と
健
康
問
題
」
に
関
す
る 

　
　
労
働
組
合
の
取
り
組
み
状
況
調
査 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

東
京
都
産
業
労
働
局 

特集―ホワイトカラーの働き方 

　
東
京
都
産
業
労
働
局
が
昨
年
八
月
に
発
表

し
た
「
労
働
時
間
と
健
康
問
題
」
に
関
す
る

労
働
組
合
の
取
り
組
み
状
況
調
査
に
よ
る
と
、

残
業
割
増
な
ど
が
払
わ
れ
な
い
「
不
払
い
残

業
」
は
、「
一
部
の
職
場
で
あ
る
」（
三
九
・

二
％
）、「
多
く
の
職
場
で
あ
る
」（
一
一
・
六

％
）
を
合
わ
せ
る
と
半
数
を
超
え
て
い
た
。 

 

ま
た
、
近
年
に
お
け
る
職
場
状
況
の
変
化

と
し
て
、
約
半
数
（
四
八
・
五
％
）
の
労
働

組
合
が
、
実
労
働
時
間
が
「
長
く
な
っ
た
」

と
し
、
八
〇
・
一
％
が
労
働
の
密
度
が
「
濃

く
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
六
割

近
く
の
会
社
で
、
年
休
取
得
率
向
上
の
取
り

組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
年
休
の
平

均
取
得
日
数
「
年
間
九
日
以
下
」
が
三
八
・

六
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
た
、
今
後
の
労

働
時
間
対
策
の
重
点
（
二
つ
ま
で
選
択
）
に

つ
い
て
は
、
「
時
間
外
労
働
の
縮
減
」
が
五

〇
・
五
％
と
圧
倒
的
に
多
く
、
次
い
で
「
年

次
有
給
休
暇
の
完
全
取
得
」、「
休
暇
制
度
の

拡
充
」、「
労
働
時
間
制
度
の
柔
軟
化
」、「
所

定
労
働
時
間
の
短
縮
」
の
順
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
調
査
は
、
正
社
員
を
中
心
に
労
働
組

合
の
長
時
間
労
働
に
関
す
る
取
り
組
み
状
況

を
把
握
し
、
労
働
者
保
護
、
労
働
条
件
改
善
、

労
使
関
係
安
定
等
の
労
働
行
政
の
課
題
を
探

る
こ
と
を
目
的
に
、
都
内
の
民
間
労
働
組
合

一
一
八
三
組
織
を
対
象
に
二
〇
〇
四
年
三
月

一
日
を
基
準
に
実
施
。
回
収
し
た
三
〇
一
件

を
集
計
し
た
。 

   

Ⅰ
　
労
働
時
間
制
度
の 

　
　
　
現
状
と
変
化 

■
年
間
１
９
０
０
時
間
超
が
過
半
数（
図
１
） 

 

年
間
所
定
労
働
時
間
数
を
見
る
と
、
「
一

八
〇
〇
時
間
台
」
が
二
三
・
九
％
で
最
も
多

い
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
政
府
が
定
め
た
目

標
数
値
で
あ
る
一
八
〇
〇
時
間
を
切
っ
て
い

る
の
は
、
時
間
数
を
回
答
し
た
組
合
の
一
割

に
も
達
し
て
い
な
い（
九
・
七
％
）。 

 

一
方
「
一
九
〇
〇
時
間
台
」、「
二
〇
〇
〇

時
間
以
上
」
を
あ
わ
せ
る
と
、
時
間
数
を
回

答
し
た
組
合
の
半
数
を
超
え
て
い
る
。
な
お
、

二
〇
〇
四
年
の
年
間
休
日
日
数
は
、
回
答
組

合
の
過
半
数
（
五
七
・
九
％
）
が
一
二
〇
日

台
と
な
っ
て
い
る
。 

 

■
常
昼
勤

が
四
分
の
一
以
下（
図
２
） 

 

労
働
時
間
制
度
の
態
様
で
は
、「
交
代
制
・

シ
フ
ト
勤
務
あ
り
」（
五
〇
・
五
％
）
が
半
数

を
超
え
る
だ
け
で
な
く
、
変
形
労
働
時
間
制
・

み
な
し
労
働
時
間
制
等
の
多
様
化
が
進
ん
で

い
る
。
「
常
昼
勤
の
み
」（
二
三
・
三
％
）
の

企
業
は
、
四
分
の
一
に
も
達
し
て
い
な
い
。 

 

各
種
の
変
形
・
み
な
し
労
働
時
間
制
の
採

用
率
は
、
図
２
の
と
お
り
だ
が
、
「
月
単
位
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の
変
形
労
働
時
間
制
」
が
金
融
・
保
険
業
で

多
い
（
二
九
・
四
％
）
ほ
か
は
、
全
般
的
に

製
造
業
で
の
採
用
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。 

   

■
労
働
密
度
「
濃
く
な
っ
た
」
が
８
割
以
上

（
図
３
） 

 

近
年
（
二
〇
〇
二
―
〇
四
年
）
に
お
け
る

労
働
時
間
制
度
見
直
し
状
況
の
有
無
に
つ
い

て
は
、
「
あ
っ
た
（
ま
た
は
予
定
が
あ
る
）」

が
一
九
・
九
％
、「
な
か
っ
た
」
が
七
五
・

一
％
と
な
っ
て
い
る
。 

 

職
場
状
況
の
変
化
と
し
て
、
実
労
働
時
間

が
「
長
く
な
っ
た
」
と
す
る
の
が
四
八
・
五

％
、
労
働
の
密
度
が
「
濃
く
な
っ
た
」
と
す

る
の
が
八
〇
・
一
％
、
年
休
が
「
と
り
に
く

く
な
っ
た
」
と
す
る
の
が
三
九
・
二
％
、
病

欠
者
が
「
増
え
た
」
と
す
る
の
が
二
八
・
二

％
、
心
神
疾
患
者
が
「
増
え
た
」
と
す
る
の

が
三
三
・
九
％
を
占
め
て
い
る
。 

  

  

Ⅱ
　
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
状
況
と 

　
　
　
残
業
に
関
す
る
労
使
協
定 

 

■
年
休
取
得
「
年
間
九
日
以
下
」
が
三
八
・

六
％（
図
４
・
図
５
） 

 

組
合
員
の
年
休
取
得
日
数
を
把
握
し
て
い

る
労
働
組
合
は
約
三
分
の
二
。
そ
の
平
均
年

休
取
得
日
数
は
、
「
年
間
九
日
以
下
」
が
三

八
・
六
％
を
占
め
て
い
る
。
労
働
基
準
法
で

は
六
カ
月
勤
務
で
一
〇
日
、
以
後
勤
続
が
長

く
な
る
に
つ
れ
付
与
日
数
が
増
え
て
い
く
こ

と
を
考
え
る
と
、
取
得
状
況
は
よ
く
な
い
。 

 

年
次
有
給
休
暇
取
得
率
の
向
上
に
む
け
て

、

「
組
合
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
」
が
二
一
・

九
％
、
「
労
使
で
取
り
組
ん
で
い
る
」
が
三

七
・
二
％
と
な
っ
て
お
り
、
六
割
近
く
が
何

ら
か
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。 

 

年
休
取
得
率
向
上
へ
む
け
た
取
り
組
み
の

内
容
（
図
５
）
に
つ
い
て
は
、
「
機
関
紙
等

で
の
啓
発
宣
伝
」
が
ト
ッ
プ
で
、
以
下
「
計

画
的
取
得
制
度
の
導
入
」、「
個
人
別
取
得
状

況
の
チ
ェ
ッ
ク
」、「
年
休
連
続
取
得
の
奨
励
」、

「
積
立
休
暇
制
度
の
創
設
」
な
ど
の
順
と
な

っ
て
い
る
。 

  

■
時
間
外
労
働

に
関
す
る
協
定〈
三
六
協
定
〉

（
図
６
・
図
７
） 

 

労
働
基
準
法
は
三
六
条
に
定
め
る
労
使
協

定
の
締
結
を
条
件
と
し
て
一
日
八
時
間
、
一

週
四
〇
時
間
以
上
の
時
間
外
労
働
を
認
め
て

い
る
が
、
三
六
協
定
の
有
効
期
間
と
し
て
は
、

「
一
年
」
と
す
る
と
こ
ろ
が
、（
期
間
に
つ
い

て
回
答
し
た
組
合
の
）
八
一
・
九
％
を
占
め

て
い
る
。 

 

労
使
協
定
に
定
め
る
時
間
外
労
働
の
上
限

に
つ
い
て
は
、
国
の
限
度
基
準
で
あ
る
一
カ

月
四
五
時
間
（
回
答
組
合
の
四
三
・
八
％
）、

一
年
三
六
〇
時
間
（
同
六
六
・
四
％
）
と
す

る
と
こ
ろ
が
多
い
。
業
種
別
で
は
、
金
融
・

保
険
業
で
国
基
準
ど
お
り
が
圧
倒
的
に
多
い

（
月
で
五
八
・
八
％
、
年
で
七
六
・
五
％
）

一
方
、
限
度
基
準
の
適
用
除
外
と
な
っ
て
い

る
建
設
業
で
は
「
月
六
〇
時
間
以
上
」
が
三

五
・
〇
％
、
「
年
五
〇
〇
時
間
以
上
」
が
四

五
・
〇
％
に
も
な
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
「
特
別
の
事
情
が
生
じ
た
」
場
合

は
、
臨
時
的
に
限
度
時
間
を
延
長
す
る
こ
と

が
可
能
だ
が
、
こ
う
し
た
「
特
別
の
事
情
条 
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項
」
つ
き
協
定
を
締
結
し
て
い
る
組
合
が
五

七
・
八
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。 

   

Ⅲ
　
現
実
の
残
業
実
態
・ 

　
　
　
労
使
協
定
の
遵
守
度 

 

■
月
平
均

３
０
時
間
以
上
が
四
分
の
一（
図

８
・
図
９
） 

 

時
間
外
労
働
の
把
握
方
法
（
い
く
つ
で
も

○
）
と
し
て
は
、
「
自
己
申
告
に
よ
る
」
が

五
七
・
三
％
で
最
も
多
く
、
次
い
で
「
管
理

者
が
確
認
・
記
録
す
る
」
の
四
三
・
五
％
と

な
っ
て
お
り
、
管
理
者
確
認
と
自
己
申
告
の

併
存
が
多
い
。
「
タ
イ
ム
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム

に
よ
る
」
は
三
一
・
六
％
だ
っ
た
。 

 

組
合
員
の
月
平
均
残
業
時
間
を
把
握
し
て

い
る
労
働
組
合
は
約
三
分
の
二
。
月
平
均
残

業
時
間
は
「
一
〇
―
一
九
時
間
」
が
最
も
多

い
が
、
「
三
〇
時
間
以
上
」
も
時
間
数
に
つ

い
て
回
答
し
た
組
合
の
二
五
・
〇
％
を
占
め

て
い
る
。
国
の
上
限
基
準
適
用
外
で
あ
る
運

輸
業
で
は
、
平
均
が
「
月
五
〇
時
間
以
上
」

に
の
ぼ
る
と
こ
ろ
も
一
四
・
七
％
あ
る
。 

 

時
間
外
労
働
の
多
い
部
門
と
し
て
は
、「
生

産
・
現
業
」
三
一
・
六
％
、「
事
務
・
管
理
」

三
〇
・
九
％
、「
販
売
・
営
業
」
二
九
・
六

％
、「
技
術
・
研
究
開
発
」
二
〇
・
九
％
、

「
情
報
処
理
」
一
二
・
六
％
、「
運
輸
」
九
・

六
％
、「
技
術
サ
ー
ビ
ス
」
八
・
三
％
、「
対

人
サ
ー
ビ
ス
」
四
・
〇
％
の
順
に
な
っ
て
い

る
。 

 

ま
た
、
残
業
の
行
わ
れ
る
主
要
な
原
因
（
三

つ
ま
で
選
択
）と
し
て
は
、「
外
部
企
業
・
顧

客
と
の
関
係
な
ど
業
務
上
の
都
合
」
五
八
・

八
％
、「
業
務
量
の
季
節
的
な
変
動
」
四
九
・

二
％
、「
慢
性
的
要
員
不
足
」
四
四
・
五
が

多
く
、
次
い
で
「
職
場
の
ム
ー
ド（
誰
も
が

し
て
い
る
）」
一
七
・
六
％
の
順
で
多
か
っ

た
。 

  

■
過
半
数

で
上
限
時
間
以
上
あ
り（
図
10
） 
 

三
六
協
定
に
よ
る
上
限
時
間
が
「
厳
守
さ

れ
て
い
る
」
と
回
答
し
た
労
働
組
合
は
三
四
・

九
％
。
「
特
別
の
事
情
条
項
」
の
利
用
を
含

め
る
と
、
限
度
時
間
が
「
時
に
守
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
る
」
が
三
九
・
五
％
、
「
守
ら
れ

な
い
こ
と
が
た
び
た
び
あ
る
」
が
一
二
・
三

％
あ
り
、
過
半
数
の
企
業
で
上
限
時
間
が
真

の
上
限
時
間
に
な
っ
て
い
な
い
。 

 

ま
た
、
三
六
協
定
上
限
時
間
・
休
日
労
働

上
限
日
数
の
評
価
（
今
後
の
方
向
）
と
し
て
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は
、「
も
っ
と
厳
し
く
す
べ
き
」（
一
七
・
九

％
）、「
も
っ
と
緩
や
か
に
す
べ
き
」（
五
・
三

％
）、「
特
に
変
え
る
必
要
は
な
い
」（
六
二
・

八
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
三
六
協
定
に
つ
い

て
は
圧
倒
的
に
現
状
維
持
派
が
多
い
。 

  

Ⅳ
　
時
間
外
割
増
に
関
す
る 

　
　
　
労
使
協
定
と
不
払
い
残
業 

 

■
割
増
率

２５
％
が
六
割
強（
図
11
・
図
12
） 

 

労
働
基
準
法
は
一
日
八
時
間
、
週
四
〇
時

間
を
越
え
る
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
割
増
賃
金
を
支
払
う
こ
と
を
義
務

づ
け
て
い
る
（
変
形
労
働
時
間
制
等
の
場
合

を
除
く
）
が
、
現
行
の
割
増
率
に
つ
い
て
は
、

労
基
法
の
最
低
基
準
で
あ
る
「
二
五
％
」
が

六
三
・
五
％（
率
を
回
答
し
た
組
合
の
比
率
・

以
下
同
じ
）
と
な
っ
て
い
る
。
製
造
業
で
は

「
三
〇
％
以
上
」
が
四
二
・
六
％
に
の
ぼ
り
、

他
の
業
種
に
比
べ
て
高
く
な
っ
て
い
る
。 

 

休
日
労
働
割
増
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
の

最
低
基
準
で
あ
る
「
三
五
％
」
が
六
二
・
六

％
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
製
造
業
で

は
「
三
六
％
以
上
」
が
二
九
・
六
％
と
他
に

比
べ
て
水
準
が
高
く
な
っ
て
い
る
。 

  

■
半
数
超

で
「
不
払
い
残
業
」
の
実
態（
図

13
・
図
14
） 

 

不
払
い
残
業
に
つ
い
て
は
、
「
全
く
な
い
」

が
四
六
・
二
％
と
半
数
に
達
せ
ず
、
「
一
部

の
職
場
で
あ
る
」
が
三
九
・
二
％
、
「
多
く

の
職
場
で
あ
る
」
が
一
一
・
六
％
と
を
合
わ

せ
た
方
が
半
数
を
超
え
て
い
る
。 

 
不
払
い
残
業
の
内
訳
（
複
数
回
答
）
は
、

「
残
業
時
間
の
過
少
申
告
」、「
仕
事
の
家
へ

の
持
ち
帰
り
」、「
休
日
振
替
・
代
休
等
が
と

ら
れ
な
い
」、「
残
業
代
の
足
切
」、「
タ
イ
ム

カ
ー
ド
打
刻
後
の
残
業
」、「
み
な
し
労
働
時

間
の
オ
ー
バ
ー
分
不
払
い
」
の
順
で
多
い
。 

 

不
払
い
残
業
の
多
い
部
門
と
し
て
は
、「
販

売
・
営
業
」
二
四
・
九
％
、「
事
務
・
管
理
」

一
八
・
九
％
、「
生
産
・
現
業
」
九
・
六
％
、

「
情
報
処
理
」
四
・
七
％
、「
技
術
・
研
究

開
発
」
三
・
七
％
の
順
だ
っ
た
。 

  

■
過
半
数

が
「
不
払
い
残
業
」
の
防
止
対
策 

 

不
払
い
残
業
に
つ
い
て
、
企
業
内
で
防
止

対
策
を
「
講
じ
て
い
る（
予
定
含
む
）」
が
四

七
・
二
％
、「
一
部
の
職
場
で
講
じ
て
い
る
」

が
六
・
六
％
で
あ
わ
せ
て
五
三
・
八
％
あ
り
、

過
半
数
が
防
止
対
策
措
置
を
実
施
し
て
い
る
。

「
講
じ
て
い
な
い
」
は
三
二
・
九
％
だ
っ
た
。 

 

一
方
、
こ
の
間
国
の
労
働
基
準
監
督
署
に

よ
り
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
「
行
政
に
よ

る
摘
発
」
に
つ
い
て
は
、「
強
化
す
べ
き
で

あ
る
」
が
三
四
・
六
％
、「
労
使
に
よ
る
取

り
組
み
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
」
が
五
五
・

一
％
と
な
っ
て
い
る
。
三
六
協
定
に
よ
る
時

間
外
労
働
上
限
基
準
が
適
用
除
外
に
な
っ
て

い
る
建
設
業
に
つ
い
て
は
、「
労
使
の
取
り

組
み
強
化
」
の
比
率
が
と
り
わ
け
高
く
、
八

五
・
〇
％
に
な
っ
て
い
る
。 

   

Ⅴ
　
労
働
組
合
の
取
り
組
み 

 

■
時
間
外

の
縮
減
を
最
重
点
に（
図
15
） 

 

労
働
時
間
対
策
の
今
後
の
重
点
（
二
つ
ま

で
選
択
）
と
し
て
は
、
「
時
間
外
労
働
の
縮

減
」
が
五
〇
・
五
％
で
圧
倒
的
に
多
く
、
次

い
で
「
年
次
有
給
休
暇
の
完
全
取
得
」
三
〇
・

九
％
、
「
休
暇
制
度
の
拡
充
」
二
七
・
二
％
、

「
労
働
時
間
制
度
の
柔
軟
化
」
二
五
・
六
％
、

「
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
」
一
八
・
九
％
の

順
と
な
っ
て
い
る
。 

  

■
健
康
対
策

の
重
点（
図
16
） 

 

健
康
対
策
の
今
後
の
重
点
（
二
つ
ま
で
選

択
）
は
、
図
16
の
と
お
り
だ
が
、
「
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
実
施
」（
四
五
・
八
％
）
と

「
労
働
時
間
・
密
度
等
の
改
善
」（
四
五
・
二

％
）
の
二
つ
が
多
く
な
っ
て
い
る
。 

  

■

三
分
の
二
が
時
間
外
割
増
率
「
今
の
ま
ま

で
よ
い
」（
図
17
・
図
18
） 

 

労
使
で
協
定
し
た
賃
金
割
増
率
に
つ
い
て

は
、
「
あ
げ
る
べ
き
だ
」
が
二
八
・
六
％
な

の
に
対
し
、
「
今
の
ま
ま
で
よ
い
」
が
六
二
・
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財
団
法
人
労
務
行
政
研
究
所
が
四
月
に

発
表
し
た
「
企
業
の
メ
ン
タ
ル
へ
ル
ス
対

策
に
関
す
る
実
態
調
査
」
に
よ
る
と
、
回

答
し
た
企
業
二
七
六
社
の
五
二
％
が
、
最

近
三
年
間
で
メ
ン
タ
ル
へ
ル
ス
不
全
者
が

「
増
加
し
て
い
る
」
と
回
答
し
、
「
減
少

し
て
い
る
」
と
し
た
企
業
は
、
わ
ず
か
一
・

八
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
、
う
つ

病
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
、
心
身
症
、
人
格
障
害
、

統
合
失
調
症
な
ど
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不

全
の
た
め
に
一
カ
月
以
上
休
職
し
て
い
る

社
員
の
有
無
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
半
数
（
五

〇
・
九
％
）
が
「
い
る
」
と
答
え
て
い
た
。

調
査
対
象
は
上
場
企
業
お
よ
び
店
頭
登
録

企
業
な
ど
大
手
の
約
四
〇
〇
〇
社
。 

 

こ
う
し
た
動
向
を
踏
ま
え
て
、
各
企
業

は
相
談
体
制
な
ど
の
整
備
を
進
め
て
お
り
、

「
心
の
健
康
対
策
を
目
的
と
す
る
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
」
と
「
電
話
や
Ｅ
メ
ー
ル
に
よ

る
相
談
窓
口
の
設
置
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
四

二
・
四
％
と
最
も
多
く（
複
数
回
答
）、
次

い
で
「
管
理
職
に
対
す
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
教
育
」（
三
九
・
一
％
）、「
社
内
報
、
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
」（
三
七
・

七
％
）
と
続
く
。 

 

さ
ら
に
、
過
半
数
の
企
業
が
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
対
策
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
指

摘
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
具
体

的
に
記
述
が
あ
つ
た
も
の
を
整
理
す
る
と
、

①
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
全
に
よ
る
休
職
者

や
相
談
件
数
の
増
加
②
長
時
間
・
過
重
労

働
へ
の
取
り
組
み
③
復
職
の
見
極
め
と
復

職
後
の
支
援
体
制
④
職
場
で
の
心
の
管
理

ケ
ア
（
職
場
環
境
の
整
備
な
ど
の
予
防
策
、

管
理
職
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
教
育
）
―
―

な
ど
が
あ
が
っ
て
い
る
。 

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
全
者
が
増
加 

　
　
　
―
労
務
行
政
研
調
査 

五
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
割
増
率
ア
ッ

プ
が
「
時
間
外
労
働
削
減
に
つ
な
が
る
」（
一

八
・
三
％
）
よ
り
「
つ
な
が
ら
な
い
」（
六
二
・

八
％
）
の
方
が
多
く
、
む
し
ろ
サ
ー
ビ
ス
残

業
の
増
に
つ
な
が
る
こ
と
を
憂
慮
す
る
意
見

の
方
が
強
い
。 


